
キャッチフレーズ等使用マニュアル 
（愛媛県キャッチフレーズ等使用要綱第４条第２号から第８号に該当する場合） 

 

 

１ 「愛顔」・「愛顔あふれる愛媛県」 

 ○表記方法 

  ・フォント・サイズ等の指定はないので、使用者が自由に設定すること。 

  ・「愛顔」の文字にルビはふらないこと。 

 

２ キャッチフレーズのロゴデザイン 

 (1)表示方法 

  ○ カラー表示   ○ 単色表示 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)デザインの大きさ 

  ○原則として、幅 2cm 以上で使用すること。（キャッチフレーズがすべて判読で

きる程度） 

  ○可能な限り「愛顔」のルビ「えがお」も判読できるように留意すること。 

 (3)デザインデータ 

  ○使用許諾決定後、申請書に記載されているメールアドレスにデザインデータを

送付する。 

 (4)使用上の注意 

  ○使用できるデザインの形は、１に記載している３種類のみとする。デザインの

大きさは変更できるが、縦横の比率や形、色を変更しないこと。 

 

 

 

 

 

 

  ○デザインの色は、１に記載している２種類のみとする。 

 
※色指定：M65%・Y100% 

 （文字は白） 

 

  

※色指定：K100% 

 （文字は白） 

 


